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Ａ．研究目的 
  重症小児例の治療限界を判断する際に基準と
して用いている評価項目の確認および救命困難と
判断した場合に、家族への説明と臓器提供に関す
るオプション提示をどのように行っているかを検討
する。 

Ｂ．研究方法 
  本年度は、オプション提示を行えるかどうかを判
断する際に問題となる被虐待児を除外するマニュ
アルの検討に関係する過去のアンケート調査を再
検討した。対象は一般社団法人日本小児救急医
学会の会員1,871名、無記名で行われたデータを
用いた。

  （倫理面への配慮） 
調査協力に同意した不特定の会員を対象としてお
り、個人的評価は行い得ない調査であり、アンケー
ト内容と方法に関しては、一般社団法人日本小児
救急医学会倫理委員会の審査承認を2018年1月1
8日付け（受付番号 0004）得て実施されている。今
回の検討においても倫理的問題は認めない。

Ｃ．研究結果 
  411名からの回答を再検討した。虐待により救命
困難な状態となっている児から臓器提供について
は、211名(51.3%)、虐待が疑われる場合は、215名
(52.35)が反対していた。救命困難な状態と虐待に
関連がなく、現在は健全な養育環境にあるという条
件では、反対は53名(12.9%)であった。現在の養育
環境には触れず、過去の虐待者が現在いない場
合は187名(45.5%)、内縁のパートナーが隠れて虐
待を行っていた場合は222名(54.0%)が反対してい
た。 
予防できる傷害（不慮の事故）で救命困難な状態
となった場合、反対80名(19.5%)、どちらともいえな
い118名(28.7%)であった。 

Ｄ．考察 
重症小児例の治療において救命が困難と考えら
れる状態に至った場合、法的脳死判定マニュアル
を基にして脳幹反射などの身体診察やCTなどの
画像検査を行い、脳死とされる状態と判断する。 
その後、家族へ治療限界について説明し、臓器提
供に関する意思確認を行うことになる。しかしなが
ら、18歳未満においては、虐待の疑いがないことを
確認した後に臓器提供に関する意思確認を行う必
要がある。多くの場合、被虐待児か否かの判断は
脳死下臓器提供者からの被虐待児除外マニュア
ルVer.4を用いて行われるが、最終的な虐待の疑
いの判断は個々の施設に委ねられている。
今回、過去に行われた被虐待児の脳死下臓器提
供に関する調査結果を再検討した。虐待により救
命困難な状態となっている児から臓器提供につい
ては、211名(51.3%)が反対しているのに対して、救
命困難な状態と虐待に関連がなく、現在は健全な
養育環境にあり過去の虐待歴を有するという理由
での反対は、53名(12.9%)と減少していた。しかしな
がら、過去の虐待者が現在いない場合も含め、反
対意見を選択した理由として、健全な養育環境に
あるかどうかを評価する術が無いことを多くの回答
者があげており、現在虐待がなく過去の虐待歴と
判断できないことが臨床現場での現実的な問題と
考えられた。 
また、予防できる傷害（不慮の事故）で救命困難
な状態となった場合、反対80名とどちらともいえな
い118名を合わせた198名(48.2%)において、虐待の
否定ができないことを主な理由に挙げていた。 
家族に救命困難な状態を説明し、オプション提

示を行う前に虐待の疑いがないという判断を行う必
要があるが、虐待の判断は明確な基準があるわけ
ではないため、医療者や施設間で微妙な差異が生
じていると考えられる。 
本研究班で行っている虐待の除外に関する考え

方について検討を行いながら、本分担研究の初段
階として、各施設における救命困難な状態の評価
および虐待の疑いがないという条件の元での家族
への意思確認について検討する必要がある。 

研究要旨： 

重症小児例において救命困難と判断し家族へ説明を行う際に、臓器提供に関するオプション提示

を行う場合は、虐待の疑いがないことを確認する必要がある。過去に行われた被虐待児の脳死下

臓器提供に関する調査結果を再検討しても、虐待の捉え方については虐待に対する明確な基準

がないため、意見の相違が認められている。 

虐待の疑いがない、という条件の元での各施設での対応方法を検討する必要があると考えられた。 
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Ｅ．結論 
  家族の意思確認を行う際には治療限界の評価を
行うと共に虐待の疑いを否定する必要がある。虐待
の疑いを否定する明確な基準がないため、虐待の
疑いがない患児に対する対応に絞った検討を行う
必要がある。 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
  なし 
 2. 実用新案登録 
  なし 
 3.その他 

 なし 
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